
第１条による改正 

東久留米市税条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第３６条まで （現行のとおり） 第１条から第３６条まで （略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ （現行のとおり） 第３６条の２ （略） 

２から８まで （現行のとおり） ２から８まで （略） 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があ

ると認める場合には、新たに第２３条第１項第

３号又は第４号に掲げる者に該当することとな

った者に、当該該当することとなった日から２

月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、

主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有

する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号

（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第１６項に規定する法人番号

をいう。以下同じ。）、当該該当することとな

った日その他必要な事項を申告させることがで

きる。 

９ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があ

ると認める場合には、新たに第２３条第１項第

３号又は第４号に掲げる者に該当することとな

った者に、当該該当することとなった日から２

月以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、

主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有

する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号

（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律（平成２５年法律

第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号

をいう。以下同じ。）、当該該当することとな

った日その他必要な事項を申告させることがで

きる。 

第３６条の３から第１４９条まで （現行のとお

り） 

第３６条の３から第１４９条まで （略） 

 


